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第 1回 河川環境の整備・保全に関する政策レビュー委員会資料 
平成 19年 4月 13日 

 

政策レビューについて 

 

政府と国土交通省の政策評価の取組の経緯

資料-2 

Ｈ１３．６ 行政機関が行う政策の評価に関する法律
（政府における政策評価制度の基本）

○国の行政機関は、その所掌に係わる政策について、必要
性、効率性又は有効性の観点その他当該施策の特性に応じ
て必要な観点から、自ら評価。評価の結果を当該施策に適切
に反映（第３条）。
○政府は、政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため、
政策評価に関する基本方針を定める（第５条）。

○基本方針に基づき、当該行政機関の所掌に係る政策につ
いて、三年以上五年以下の期間ごとに、政策評価に関する基
本計画を定める（第６条）。

Ｈ１４．３ 国土交通省政策評価基本計画（原則毎年度変更）

Ｈ１３．１２ 政策評価に関する基本方針（閣議決定）

Ｈ１３．１ 国土交通省政策評価実施要領（政府の取り組みの先駆け）

Ｈ１３．５ 国土交通省平成１３年度政策評価運営方針

○政策評価の目的、各評価の実施手順等を定める。
○事前評価、業績測定（実績評価）、プログラム評価（総合評価）
を導入。

○政策アセスメント（事前評価）、政策チェックアップ（業績測定）、
政策レビュー（プログラム評価）を導入。
○政策レビューは、実施中の施策等が目的に照らして所期の効
果を上げているか検証するとともに、結果と施策等の因果関係
等について詳しく分析し、課題と改善方策等を発見するもの。
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政策レビュー（プログラム評価）の進め方について 

「河川環境の整備・保全の取り組み 

―河川法改正後の取組みの検証と今後の在り方―」 

 

 

１．国土交通省における政策レビューについて 

・平成１３年６月に制定された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に従い、

平成１４年度より全府省的に導入された。 

・行政評価法第６条の規定に従い、「国土交通省政策評価基本計画」を平成１４年

３月に決定（平成１４年から５年間の政策評価の計画）。 

・「国土交通省政策評価基本計画」中にて、「政策レビュー（プログラム評価）」

が政策評価の一方式として位置付けられている。 

 

２．河川局におけるこれまでの政策レビュー 

平成１３-１４年度「ダム事業―地域に与える様々な効果と影響の検証―」  

平成１３-１４年度「河川環境改善のための水利調整－取水による水無川の改善－」 

平成１４-１５年度「流域と一体となった総合治水対策―都市型豪雨等への対応―」 

平成１４-１５年度「流域の水環境改善―都市内河川等の環境悪化と汚濁物質への

対応―」 

平成１４-１５年度「火山噴火への対応策―有珠山・三宅島の経験から―」 

 

３．「河川環境の整備・保全の取り組み」の位置づけ 

基本計画において、「河川環境の整備・保全の取組み」のテーマについて「１９

年度とりまとめ予定」とされている。本政策レビューは、平成９年の河川法改正か

ら１０年を経過したことを踏まえ、同法改正以降、取り組みが強化された、または、

新たに開始された河川環境の整備と保全に資する、主要な河川環境関連施策を評価

対象として実施する。 
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河川環境の整備・保全に関する政策レビュー委員会 

全体スケジュール（案） 

 

 各種施策の取組みの現状 
 レビュー実施方法 

第 1回委員会（合同） H19．4月

 

 施策毎の現状評価と課題への対
処方針① 

第 2回委員会（部会） H19．6月頃

省として 公 表 H20．3月頃 

 

 評価書原案とりまとめ 

第 5回委員会（部会） H19．11月頃

 

 施策毎の現状評価と課題への対
処方針② 

 

第 3回委員会（部会） H19．8月頃

 

 評価の案の討議 

第 4回委員会（合同） H19．9月頃

パブリックコメント H19．12月頃

 

 全体とりまとめ 

第 6回委員会（合同） H20．2月頃

 

・施策毎の現状評価と課題
への対処方針についての

討議 

 

自然部会 
 

・施策毎の現状評価と課題
への対処方針についての

討議 

 

利用部会 

 

・施策毎の現状評価と課題
への対処方針についての

討議 

 

自然部会 
 

・施策毎の現状評価と課題
への対処方針についての

討議 

 

利用部会 

 

・評価書原案についての討
議 

自然部会 
 

・評価書原案についての討
議 

利用部会 


